
  

令 和 ８ 年 ３ 月 １ ８ 日  

 

令和８年度長久手市監査実施計画  

 

１ 　 計 画 の 目 的  

こ の 計 画 は 、地 方 自 治 法（ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 。以 下「 法 」と

い う 。）、地 方 公 営 企 業 法（ 昭 和 ２ ７ 年 法 律 第 ２ ９ ２ 号 。以 下「 公 企 法 」

と い う 。）、地 方 公 共 団 体 の 財 政 の 健 全 化 に 関 す る 法 律（ 平 成 １ ９ 年 法

律 第 ９ ４ 号 。 以 下 「 健 全 化 法 」 と い う 。） 及 び 長 久 手 市 監 査 基 準 の 規

定 に 基 づ き 、監 査 委 員 が 監 査 、検 査 及 び 審 査（ 以 下「 監 査 等 」と い う 。）

を 実 施 す る に あ た り 、長 久 手 市 監 査 事 務 処 理 規 程（ 平 成 ２ ４ 年 監 委 規

程 第 ５ 号 。 以 下 「 規 程 」 と い う 。） 第 ５ 条 に 基 づ き 、 必 要 な 事 項 を 定

め る も の と す る 。  

２ 　 監 査 等 実 施 日 程  

令 和 ８ 年 度 に お け る 主 な 監 査 実 施 日 程 は 、別 表 １ に 定 め る と お り と

す る 。た だ し 、議 会 そ の 他 行 事 等 と 日 程 が 重 な る 場 合 は 、こ の 限 り で

な い 。  

３ 　 監 査 等 の 種 別  

こ の 計 画 に 基 づ き 実 施 す る 監 査 の 種 別 は 、次 に 掲 げ る と お り と す る 。 

⑴ 　 例 月 出 納 検 査 （ 法 第 ２ ３ ５ 条 の ２ 第 1 項 の 規 定 に よ る 検 査 ）  

⑵ 　 行 政 監 査 （ 法 第 １ ９ ９ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 監 査 ）  

⑶ 　 財 務 監 査  

ア 　 定 期 監 査 （ 法 第 １ ９ ９ 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ る 監 査 ）  

イ 　 随 時 監 査 （ 法 第 １ ９ ９ 条 第 ５ 項 の 規 定 に よ る 監 査 ）  

⑷ 　 財 政 援 助 団 体 等 に 関 す る 監 査（ 法 第 １ ９ ９ 条 第 ７ 項 の 規 定 に よ る

監 査 ）  

⑸ 　 決 算 審 査（ 法 第 ２ ３ ３ 条 第 ２ 項 及 び 公 企 法 第 ３ ０ 条 第 ２ 項 の 規 定

に よ る 審 査 ）  

⑹ 　 健 全 化 判 断 比 率 等 審 査（ 健 全 化 法 第 ３ 条 第 １ 項 及 び 第 ２ ２ 条 第 １

項 の 規 定 に よ る 審 査 ）  

⑺ 　 そ の 他 の 監 査 　 規 程 第 ２ 条 に 基 づ く 監 査 で 、実 施 計 画 ３ ⑴ か ら ⑹

ま で に 掲 げ る 以 外 の 監 査 を い う 。そ の 他 の 監 査 の 実 施 方 法 等 に つ い

て は 、 そ の 都 度 、 監 査 委 員 が 協 議 し て 決 定 す る も の と す る 。  



  

４ 　 監 査 の 実 施 方 法  

　 　 監 査 は 、 規 程 第 ８ 条 か ら 第 １ ０ 条 ま で の 規 定 に 基 づ き 実 施 す る 。 　  

　 ⑴ 　 監 査 を よ り 効 果 的 に 行 う た め 、こ れ に 先 立 ち 、監 査 委 員 の 命 を 受

け 、 補 助 職 員 （ 法 第 ２ ０ ０ 条 第 ３ 項 に 規 定 す る 職 員 を い う 。） に よ

る 監 査 資 料 の 計 数 及 び 証 拠 資 料 並 び に 帳 簿 等 の 中 で 必 要 な 資 料（ 以

下 「 関 係 資 料 」 と い う 。） の 事 前 調 査 を 実 施 す る 。  

⑵ 　 監 査 の 実 施 に あ た っ て は 、原 則 と し て 関 係 資 料 を 調 査 し 、か つ 監

査 対 象 課 等 の 長 及 び 関 係 人 か ら 説 明 を 聴 取 し 、質 疑 応 答 形 式 に よ り

こ れ を 行 い 、 必 要 に 応 じ て 実 査 に よ る 監 査 を 実 施 す る 。  

⑶ 　 監 査 の 際 に 説 明 を 求 め る 出 席 者 の 範 囲 及 び 提 出 を 求 め る 資 料 は 、

別 表 ２ に 定 め る 。  

５ 　 監 査 結 果 の 報 告  

監 査 結 果 の 報 告 は 、例 月 出 納 検 査 に つ い て は 、議 会 及 び 市 長 に 、行

政 監 査 、財 務 監 査 及 び 財 政 援 助 団 体 等 に 関 す る 監 査 に つ い て は 、議 会

及 び 市 長 並 び に 関 係 の あ る 委 員 会 又 は 委 員 に 、決 算 審 査 及 び 健 全 化 判

断 比 率 等 審 査 に つ い て は 、 市 長 に 対 し 行 う 。  

６ 　 監 査 結 果 の 公 表  

行 政 監 査 、財 務 監 査 及 び 財 政 援 助 団 体 等 に 関 す る 監 査 並 び に 住 民 の

直 接 請 求 、議 会 の 請 求 、請 願 の 措 置 、市 長 の 要 求 及 び 住 民 監 査 請 求 に

基 づ く 監 査 に つ い て は 、監 査 結 果 を 長 久 手 市 公 告 式（ 昭 和 ２ ８ 年 条 例

第 ５ 号 ） に 定 め る 例 に よ り 公 表 す る 。  

７ 　 そ の 他  

　 　 こ の 計 画 に 定 め る も の の ほ か 、監 査 の 実 施 に 必 要 な 事 項 に つ い て は

別 に 定 め る も の と す る 。



別表１

月 日 曜日 監査等時間(予定） 場　所

4 21 火 午前9時30分から正午まで 監査委員事務室

5 20 水 午前9時30分から正午まで 監査委員事務室

17 水 午前9時30分から正午まで 監査委員事務室

24 水 午後１時30分から午後5時まで 教養会議室

2 木 午後１時30分から午後5時まで 教養会議室

3 金 〃 〃

7 火 〃 〃

8 水 〃 〃

9 木 〃 〃

10 金 〃 〃

14 火 〃 〃

15 水 午後１時30分から午後5時まで 〃

16 木 午後１時30分から午後5時まで 〃

21 火 午前9時30分から正午まで 監査委員事務室

21 火 午後2時から午後2時30分まで 会議室Ｈ

8 19 水 午前9時30分から正午まで 監査委員事務室

9 24 木 午前9時30分から正午まで 監査委員事務室

14 水 ①午前10時から
②午後２時00分から 学校

20 火 午前9時30分から正午まで 監査委員事務室

11 水 午前9時30分から午後5時まで 会議室Ｈ

12 木 午前9時30分から午後5時まで 会議室Ｈ

18 水 午後1時30分から午後5時まで 会議室Ｇ

24 火 午前9時30分から正午まで 監査委員事務室

22 火 午前9時30分から正午まで 監査委員事務室

24 木 午後1時30分から午後5時まで 教養会議室

15 金 午後1時30分から午後5時まで 教養会議室

20 水 午前9時30分から正午まで 監査委員事務室 例月出納検査

20 水 午後1時30分から午後5時まで 教養会議室 財政援助団体等監査

12 金 午後1時30分から午後5時まで 教養会議室

17 水 午前9時30分から正午まで 監査委員事務室

17 水 午後1時30分から午後5時まで 教養会議室

23 火 午前9時30分から正午まで 監査委員事務室

令和８年度監査に係る日程

内　　容

例月出納検査

例月出納検査　

例月出納検査

決算審査 ［公営企業会計］ 【下水道課】

決算審査 ［一般会計及び各特別会計］ 【総務部】

決算審査 【教育委員会、子ども部】

決算審査 【子ども部、くらし文化部】

決算審査 【くらし文化部】

決算審査 【福祉部】

決算審査 【福祉部、建設部】

決算審査 【市長公室】

決算審査 【議会事務局、財政課、会計課】、健全化判断比率等審査

決算審査（予備日）

例月出納検査

決算審査　講評

例月出納検査

例月出納検査

定期監査（施設監査）

例月出納検査

定期監査（工事監査）

定期監査（工事監査）

定期監査及び行政監査　①【市長公室、総務部】

例月出納検査

例月出納検査

定期監査及び行政監査　②【くらし文化部】

定期監査及び行政監査　③【福祉部、子ども部】

定期監査及び行政監査　④【建設部、会計課】

例月出納検査　

定期監査及び行政監査　⑤【教育部】

例月出納検査

※　上記日程は、議会その他の行事等により変更する場合があります。
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別表２ 
 

 
監査等の種別 出席者の範囲 提出を求める資料

 

１　例月出納検査

会計管理者及びその

他必要に応じ出席を求

められた関係人

(1)　歳入歳出調書 

(2)　預金（貯金）残高証明 

(3)　検査実施の都度指示する資料

 

２　行政監査

必要に応じ出席を求

められた監査対象課等

の長及び関係人

監査実施の都度指示する資料

 

３　財務監査 
（定期監査、随時監査）

必要に応じ出席を求

められた監査対象課等

の長及び関係人

(1)　定期監査資料 

(2)　監査実施の都度指示する資料

 

４　財政援助団体等に

関する監査

必要に応じ出席を求

められた監査対象課等

の長及び関係人

(1)　財政援助団体等監査資料 

(2)　監査実施の都度指示する資料

 

５　決算審査

会計管理者並びにそ

の他必要に応じ出席を

求められた監査対象課

等の長及び関係人

(1)　法第233条第1項及び同法施行

令第 166 条第 2項に掲げる書類 

(2)　公企法第 30 条第 1 項及び同法

施行令第 23 条に掲げる書類 

(3)　決算審査資料 

(4)　審査実施の都度指示する資料

 

６　健全化判断比率等

審査

必要に応じ出席を求

められた監査対象課等

の長及び関係人

(1)　財政健全化審査資料 

(2)　審査実施の都度指示する資料


